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   当協会ホームページからもアクセスできます。 

    ▼「管理会社の方へ」にカーソルを合わせ、「JPMA 人財ネットワーク制度」を選択 
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1 章 

 
制度の概要と登録について 

 
 
 

 

本章は、制度の内容や活用メリット、会員企業の制度への 

企業登録方法を説明します。 

既に制度の企業登録をしている企業の担当者で、制度の利用 

方法を確認する場合は、P.13 以降(第 2 章)をご参照ください。 
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 １．制度の概要                               
 

（1）JPMA 人財ネットワーク制度とは 
JPMA 人財ネットワーク制度は、結婚や配偶者の転勤、親の介護等、やむを得ない事情

に伴う転居により退職を余儀なくされる従業者がいる場合に、転居後も継続して賃貸住

宅管理業界で働きたい従業者とキャリアを持つ人材を採用したい企業を、協会ネットワ

ークによって繋ぐ取組みです。 

 

《制度の利用イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
（2）制度の設立背景 
 

居住者に安心した住生活を継続的に提供するには、適切な賃貸住宅の管理業務を行う必

要があり、そのためには、管理業務を担う人材の育成とその確保、定着が不可欠です。 

少子高齢化が進み、働き手が減少する中、やむを得ない事情（結婚、介護等）の転居で

退職する従業者の再就職を業界内で支援することは、経験ある人材を確保する観点で業

界として重要な取組みであるため、本制度が設立されました。  

    

   

  

 

※本制度の利用には企業登録が必要です。 

※本制度は日管協会員のみ登録可能です。 

 

送り出す企業 

受け入れる企業 

送り出す企業の 
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（3）制度の仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
【注意事項】 
  ●本制度は、あくまでも企業・従業者当事者間でのやり取りのため、日管協は直接的に会員企業

の紹介や採用サポートには関与しません。 

（本制度は職業紹介を行うものではありません。日管協は採用のサポートや仲介は行いません）。 

●本制度の利用の要件として、制度利用後の日管協への報告がありますが、採用に関する個人情

報等は一切受け取りません。 
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 ２．制度への企業登録方法                           

 

(1) 登録要件 

 本制度への企業登録は、以下の要件を満たすことが必要です。 

 

  １．公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の会員かつ本制度の主旨に賛同すること。 

    ２．「登録・利用ガイドブック」（本案内）を熟読し、内容を確認、了承すること。 

３．本制度の担当窓口（担当部署）を決めること。 

  ※制度利用の希望があった場合は迅速に対応すること。 

４．本制度を社内で周知すること。 

５．同時に複数社に再就職希望をしないこと。 

６．従業者を送り出す・受け入れる場合ともに、日管協に制度利用希望・採用可否を報告すること。 

 

 

 

(2) 登録の手順 
 

 Step①  登録要件の確認 
制度の登録要件（上記）を確認し、内容に同意・賛同する。 

 

 

 
 
 Step②  社内の制度担当窓口の準備 

        採用担当・総務担当・人事担当等、関係各所に制度を周知し、 

対応窓口となる部署を定める。 

※制度を利用する際（従業者を送り出す・受け入れる）に、 

 担当として対応する部署（又は担当者）です。 

 

 

 

 Step③  登録の申込 

当協会ホームページ内の本制度への「登録申込フォーム」より、登録の申込みを行う。 

登録申込の際、step②で定めた制度担当窓口を入力する。 

※担当窓口の連絡先は、会員ページ内で公開され、全日管協会員が確認できます。 

個人名等を記載する場合には、予めご留意をお願いします。 

    ※支店がある場合は、本社所在地をご登録ください。 

     

 

■JPMA 人財ネットワーク制度登録申込フォーム 

（https://www.jpm.jp/jinzai/form.php） 

  

当協会ホームページ内の「JPMA 人財ネットワーク制度」ページからも 

「登録申込フォーム」に進めます。 

窓 口 

https://www.jpm.jp/jinzai/form.php
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Step④  登録の確認 

    登録が完了すると、当協会ホームページ内の「JPMA 人財ネットワーク制度」ページに掲載され 

ている「登録企業一覧」に企業登録が反映される。 
 

<登録の確認手順> 

①当協会ホームページ（https://www.jpm.jp/）にアクセスし、ページ上部の 

「   会員ログイン」ボタンからログインする。 

 ▼「会員ログイン」ページのイメージ 

     

    ②ログイン後、「JPMA 人財ネットワーク制度」バナーをクリックし、ページ内の「登録企業一

覧」へ進む。 

▼「JPMA 人財ネットワーク制度」バナー ▼ページイメージ 

 

 

 

 

■「JPMA 人財ネットワーク制度」ページ（https://www.jpm.jp/jinzai/） 

 

当協会ホームページ内メニュー「管理会社の方へ」を選択後、 

表示される「JPMA 人財ネットワーク制度」からもアクセスできます。 

https://www.jpm.jp/
https://www.jpm.jp/jinzai/
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③表示されている地図の自社所在県をクリックし、自社の登録がされているか確認を行う。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

     ④「採用窓口」のアイコンをクリックすると、自社が登録した担当者の情報が表示される。 

      情報に間違いがないか確認する。 

           ▼「登録企業一覧」掲載イメージ 

          

 

  

 

 
 
 
 

 

※この「採用窓口」の詳細や連絡先は、日管協の会員企業のみ確認できます。 

日管協会員であれば誰でも確認可能なため、予めご留意ください。 

       ※担当窓口が変更になった場合は、必ず登録情報の変更をお願いします。 

※登録情報を変更する場合は、当協会ホームページの「お問い合わせ」フォームから 

      ご連絡ください。         
      

 
 

 

 

お問い合わせフォームはこちらから ⇒ 

JPM 人財ネットワーク登録企業一覧 

北海道 

日管協株式会社 

〒100-0000 北海道札幌市０－０－０ 

制度への企業登録完了！ 
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 Step⑤  制度の社内周知 
登録が完了したら、社内で制度を周知する。 

（必要に応じて、ＪＰＭA 人財ネットワーク制度の周知ツールを利用する。） 

  

《JPMA 人財ネットワーク制度周知に関するツール》 

 ※当協会ホームページの「JPMA 人財ネットワーク制度ページ」に掲載されています。 

  （https://www.jpm.jp/jinzai/） 

➀制度説明動画 

②制度概要リーフレット 

③従業者向け制度利用ガイド（本ガイドブック P.22～23 に見本を掲載） 

 

  

https://www.jpm.jp/jinzai/
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 ３．制度の活用イメージ                            
 

 ケース 1 

●高齢のご両親の介護のため、家族とともに地元の岡山県に帰ることになったＡさん。 

  （正社員雇用） 

 

実家の近くで働くには、東京にある現在の職場を退職するしかない

A さん。 

悩んでいたところ、人事部から制度の紹介を受け、転職活動を開

始。再就職先は賃貸管理部門に力を入れている岡山県の B 社。 

即戦力の人材を雇用したいというニーズにマッチング。これまで

の経歴を買われ、正社員として雇用されることとなりました。 

 

 

 

 ケース 2 

●夫の転勤についていくことになった C さん。（業務委託契約） 

 

 子育て中のワーキングマザーC さん。夫の転勤で北海道に移住  

することに。 

今より余裕を持って働きたい、と考えていた C さんは、IT を使用し  

た重要事項説明のみを行う業務委託契約を D 社と締結しました。 

   

 

 

 ケース 3 

●定年退職後、妻の実家がある福岡県に転居する E さん。（有期雇用契約） 

 

 定年退職が来春に迫り、持ち家を処分して妻の実家・福岡県にすまい 

を移すことにした E さん。 

セカンドライフの過ごし方に悩んでいると、人事部から本制度の紹介を 

受けました。 

長年培った賃貸管理の知識や経験を買われ、福岡県の賃貸管理会社と嘱  

託契約を結び、定年後、新たな土地で経験を生かして働くことに。 

 

 

 

※JPMA 人財ネットワーク制度は、企業と人財を繋ぐための制度です。 

雇用等、契約形態に決まった形はありません。 
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 ４．登録に関するよくある質問                       
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2 章 

 
制度の利用について 

 
本章は、登録後、実際に案件が発生した場合の流れ、対応方法を 

説明します。 

Ｐ.5「(3)制度の仕組み」も併せてご確認ください。 
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 １．従業者を登録企業に送り出す場合                       
 

本項目では、本制度に登録したあと、自社の従業者が本制度を利用して就職を希望した場合に、従業者

を送り出すときの対応の流れを説明します。 

 

(1) 従業者の利用要件 

まず以下の要件に従業者が該当しているかを確認してください。 

以下に該当している場合、制度利用が可能です。 

 

□ 本制度に登録した会員企業の従業者である（正規、非正規問わない)こと。 

□ 転居を伴うやむを得ない事情（結婚、介護等）による退職であること。 

 *雇用関係のないお知り合い・ご親族等の場合は、制度の利用はできません。 

*雇用条件改善やスキルアップ等の自己都合での利用はできません。 

 
 

(2) 従業者を登録企業に「送り出す」場合の手順 
 

 Step①  従業者に制度の利用意思を確認 
退職希望の従業者に制度の利用意思を確認。 

「JPMA 人財ネットワーク制度」の利用を案内する。 

※このとき、「従業者向け制度利用ガイド」(P.22～23)と 

 制度案内リーフレット（P.24～25）をお渡しするとスムーズです。 

 

 

 Step②  転居先エリアの登録企業を確認 

①JPMA 人財ネットワーク制度登録のページ（https://www.jpm.jp/jinzai/）にアクセスし、 

    「登録企業一覧」で、従業者の転居先エリアの登録企業を探す。 

▼「JPMA 人財ネットワーク制度」ページイメージ 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

②転居エリアにある登録企業の社名等を当該従業者に伝え、 

制度利用を希望するか、最終意思確認をする。 

※転居先のエリア内に複数の登録企業がある場合には、 

従業者が企業を選んでください。 

https://www.jpm.jp/jinzai/
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 Step③  従業者が希望する登録企業に採用窓口から連絡 
① 当協会ホームページに会員ログインし、JPMA 人財ネットワーク制度ページから 

「登録企業一覧」を開く（P.7「登録の確認」の手順と同様）。 

 

②従業者が希望する登録企業の「採用窓口」ボタンをクリックし、採用窓口の連絡先を確認 

する。 

 

        ▼「登録企業一覧」掲載イメージ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

③掲載されている手段（電話、又はメール、専用ＷＥＢフォーム等）にて、連絡をとり、 

以下の事項を伝える。 

 

    【連絡事項】 

   ・「JPMA 人財ネットワーク制度」を利用した転職希望の連絡であること 

   ・転職を希望している従業者の経歴（これまでの担当業務等） 

   ・従業者が希望している雇用形態 

   ・年齢、性別等（必要な場合） 

    ・採用選考の実施を検討してほしいこと、また、その可否の返答期日 

 

※受け入れ先企業に知らせる事項は、最小限（上記【連絡事項】程度）、にとどめてください。 

個人の氏名や履歴書等詳細な個人情報を、登録企業が受け入れ先企業に提供した場合、「職

業紹介事業」に該当してしまい、法律に抵触するリスクがあります。ご注意ください。 

 

 Step④  採用選考の実施の可否を確認 
受け入れ先企業から採用選考が可能かどうかの連絡を受け、可否に合わせて以下のとおり対応 

する。 

a.採用選考が行われる場合 b.採用選考が行われない場合 

①採用選考の実施を従業者に伝える。 

②受け入れ先企業の連絡先を従業者に伝える。 

 

→従業者と受け入れ先企業の間で採用選考が行

われる。 

 

①見送りとなった旨を従業者に伝える。 

②転居先エリアに別の登録企業がある

場合、制度利用を希望するか、従業者

に確認する。 

③希望する場合は、手順の step②に 

戻る。 
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Step⑤  制度利用の結果報告 
当協会ホームページの「採用選考の実施可否報告フォーム」から、採用選考の実施の可否を入力 

する。 

 

■採用選考の実施可否報告フォーム  

(https://www.jpm.jp/jinzai/introduce/)  

 ※従業者の個人情報に関する入力事項はありません。 

 

        

  ▼採用選考の実施可否報告フォームの内容 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

https://www.jpm.jp/jinzai/introduce/
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 ２．従業者を登録企業から受け入れる場合                       
 

本項目では、本制度に登録したあと、他の登録企業の従業者が自社に就職を希望している場合に、 

従業者を受け入れるときの流れを説明します。 

 
(1) 連絡を受けた場合の手順 
 
 Step①  連絡を受ける 

JPMA 人財ネットワーク制度の利用で、登録企業の制度担当者から、 

退職予定の従業者が再就職を希望している旨の連絡を受ける。 

  

  【送り出す企業から受ける連絡事項】 

  ・「JPMA 人財ネットワーク制度」を利用した転職希望の連絡であること 

  ・転職を希望している従業者の経歴（これまでの担当業務等） 

  ・従業者が希望している雇用形態 

  ・年齢、性別等（必要な場合） 

   ・採用選考の実施を検討してほしいこと、また、その可否の返答期日 

 
 
 Step②  採用選考実施の可否を検討し、結果を送り出す企業に連絡 

step①で得た情報をもとに、採用選考を開始するかどうか、採用の要件（雇用条件等）を検討し、 

送り出す企業の担当窓口に伝える。 

※送り出す企業との間で上記の【連絡事項】の内容を超えた詳細な個人情報や履歴書などのやり取

りはお控えください。 

個人の氏名や履歴書等詳細な個人情報を送り出す企業が提供した場合、「職業紹介事業」に該当

し法律に抵触するリスクがあります。 

 

――――――――――【以下、step③以降は、採用選考を実施する場合】――――――――――― 

 

 Step③  採用選考の応募書類を受領 
採用選考の応募書類を受領し、採用選考を開始する。 

採用方法は各企業の基準に則って行う。 

 

 

 

 

 Step④  採用選考の結果を通知 

採用選考後、採用の可否を従業者に連絡する。 
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 Step⑤  制度利用の結果報告 
選考が終了したら、日管協に採用の可否を連絡するため、 

当協会ホームページ内の JPMA 人財ネットワーク制度結果報告フォームを入力する。 

 

■制度利用後の結果報告フォーム  

(https://www.jpm.jp/jinzai/report/)  

※不採用の場合も報告が必要です。 

※本人が辞退した場合でも、採用選考の応募書類を受領している場合は報告が必要です。 

※従業者の個人情報に関する入力事項はありません。 

 

 

▼制度利用後の結果報告フォームの入力事項イメージ 
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 ３．制度の利用に関するよくある質問                       
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３章 

 
参考資料 

 
本章は、制度の利用に関する書式を収録しています。 

原本の PDF は当協会ホームページよりダウンロードできます。 

 

１．従業者向け制度利用ガイド（P.22～） 

従業者向けの本制度の説明資料です。 

退職の相談を受けた際等に、制度案内リーフレットとともにご活用く

ださい。 

 

２．制度案内リーフレット（P.24～） 

 制度を案内するためのリーフレットです。 

広報や従業者向けの説明の際に利用ください。 
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＜お問い合わせ＞ 
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 

TEL：０３－６２６５－１５５５ 

【受付時間】１０：００～１７：００ 

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内 1-7-12 

          サピアタワー18 階 

              (担当：新岡、小泉、中島) 

 


